
この保険は愛知県職員生活協同組合を保険契約者とし、愛知県職員生活協同組合を記名法人、愛知県において
採用された公務員を加入者（被保険者）とする公務員賠償責任保険の団体契約です。

ごご

申込締切日 令和６年５月31日（金） （必着）

手続き方法

保険期間（ご契約期間）

被保険者
（補償の対象となる方）

保険料払込方法

令和６年７月1日午後４時～令和７年７月1日午後４時

加加 入入 要要 領領

［引受保険会社］ あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
愛知県職員生活協同組合

愛知県職員生活協同組合組合員の皆さまへ ５ （金）締切５/31（金）締切

お問合わせはお気軽にどうぞ（平日9:00～17:00）

取扱代理店:有限会社 梅商 担当 梅本
住所:〒500-8381 岐阜市市橋3-11-2
FAX:0120-764-168 E-mail:umeshou@hotmail.com

ＴＥＬ:０１２０-７６４-１６７

・部下からハラスメントを内容証明にて訴えられた。
・会計担当者が支払った金額が過大として訴えられわずかな金額となったが、弁護士報酬として数百万支払う。
・職場でセクハラがあったと訴えられた。
・子どもに暴力をふるったとして収監された父親が、施設の娘との面会をめぐって担当職員を訴えた。
・施設内で生活保護者に対応した際、名誉棄損があったとして訴えられた。
・諸経費節減のため仲介業者を排除したところ、逸失利益があったとして少額訴訟を起こされた。
・生活保護の担当職員からの性的関係を疑われ、離婚に至ったとして慰謝料を請求された
・学校行事のため振替休日の給食を止めるのを失念したため、給食費を賠償することとなった。
・施設の窓口で苦情対応に当たっていた際、接客態度が悪いとして損害賠償を求められた。
・職員が国への交付金申請を失念したため、市⾧から求償された。
・市税の担当者が徴収を怠ったとして訴訟提起された。

最近の主な訴訟例

【ご注意】●この保険は、「公務員賠償責任保険普通保険約款」「公務員賠償責任保険追加特約」「職務関連行為に起因して提起される民事訴訟補償特約」「損害
賠償請求期間延⾧特約」および各々の「特約」で構成されています。●公務員賠償責任保険普通保険約款・特約集、保険証券は、保険契約者（愛知県職員生活協
同組合）に交付されます。●このパンフレットは「公務員賠償責任保険」の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意
喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点に
つきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。●特段のお申し出のない限り、翌年度以降も今年度ご加入プランと同一の補償内容にて継続されま
す。
【保険会社破綻時の取扱い】●引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、あいおいニッセイ同和
損害保険株式会社も加入しています。●この保険は、保険契約者が個人、小規模法人（経営破綻時に常時使用する従業員等の数が２０人以下である法人をいいま
す）またはマンション管理組合（以下、「個人等」といいます）である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れ
い金等は80％まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻後３か月以内に発生した保険事故による保険金は１００％補償されます。また、保険契約
者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
【複数のご契約があるお客さまへ（補償が重複する可能性のある特約のご注意）】他の保険契約等（異なる保険種類の特約やこの契約の引受保険会社以外の保険契
約または共済契約を含みます）により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、特約の対
象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額
（支払限度額）等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください※。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
【お客さまに関する情報の取扱い】本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
●個人情報の取扱いについて 本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および
引受保険会社グループ会社が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店
を含みます）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等（いずれも
海外にあるものを含む）に提供することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）については、保険業法施行規則（第53条の10）によ
り、利用目的が限定されています。詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険（株）のホームページをご覧ください。https://www.aioinissaydowa.co.jp/
【万一、事故が発生した場合の手続き】●万一事故が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって引受
保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。●公務員賠償責任保険には、被保険者に代わって事故の相手（被害者）と示談交渉を
行う「示談交渉サービス」はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ず引受保険会社とご相談のうえ、
おすすめください。あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保
険金をお支払いする場合があります。

民事調停･住民監査請求
も補償!

地方自治法第243条
の2の2にも対応!

行政処分として職員の賠償責任が
認められる場合の賠償命令も
補償対象となります。

過去の公務に対する
訴訟も対応!

住民訴訟（第1段訴訟、第2段訴
訟）だけでなく、業務に基づく行為
に起因して提起された民事訴訟、
民事調停、住民監査請求も
保険金のお支払い対象となります。
【職務関連行為に起因して提起され
る民事訴訟補償特約】

退職後も5年間
は補償!

退職等により継続契約（翌年度の
契約)に加入されない場合であって
も解約・解除等が行われずにこの
保険契約が満了したときには、こ
の保険期間の終了日から５年間以
内に提起された訴訟（この保険期
間が終了する以前の行為に起因す
る訴訟に限ります）を特約によっ
て補償します。
【損害賠償請求期間延⾧特約】

ポイント
6

派遣（出向）先の業務
も補償!

職員間のいじめや
モラハラも補償!

職員間のハラスメントに起因する
損害賠償請求も補償の対象と
なります。【職員間訴訟一部補償特約】

国外一時業務（公務）
も補償!

国外での一時的な職務遂行に起因
して、損害賠償請求された場合も
補償の対象となります。
（ただし、1請求・保険期間中1,000万
円が限度です。）【公務員賠償責任保険
追加特約(自動セット)】

内容証明郵便等にて明確な損害賠償請求の意
思表明があった場合で、保険会社が事前に認め
た場合も、補償の対象となります。

事故現場の保存費用や写真撮影費用などの初期対応
費用や、意見書作成のために必要な費用などの訴訟対応
費用も補償の対象となります。

初期対応費用訴訟対応費用を補償!
民事訴訟提起前の事案も補償!

ポイント
2

ポイント
3

ポイント
4

ポイント
5

ポイント
7

ポイント
8

ポイント
9

ポイント
1

訴訟になる前の弁護士
相談費用も補償!

公務員としての職務につき行った行為に
起因して、損害賠償請求等がなされる
おそれがある場合に弁護士相談に要し
た費用が補償の対象となります。※保
険会社が事前に認めた場合に限ります。
※1事故および保険期間中について
10万円限度

【弁護士相談費用補償特約】

ポイント
１０

加入日より前に公務員の業務として行
った行為に起因して、保険期間中に損
害賠償請求された場合は補償対象と
なります。（ただし、加入日時点でご自
身が認識していた事案を除きます。）
【公務員賠償責任保険追加特約(自動セット）】

法令に基づき派遣（出向）された
場合派遣先の業務も補償します。
（ただし、公務員の身分を有さない退職
派遣となる場合は補償対象外となります。）

あいおいニッセイ同和の公務員賠償責任保険の１０の特⾧

公務員賠償責任保険のご案内
（「職務関連行為に起因して提起される民事訴訟補償特約」セット） 「

職
場
で
安
心
し
て

働
い
て
い
た
だ
く

た
め
に
」

詳しくは左のQRコードより、
記入例等の詳細を読み込み､
ご確認ください。
記載のコードから確認ができない
場合は取扱代理店または引受保険
会社までご請求ください。
※ＱＲコードは(株)ﾃﾞﾝｿｰｳｴｰﾌﾞの登録商標です。

記入例・重要事項のご説明・お支払いする保険金および費用保険金のご説明は下のQRコードよりご確認ください｡

愛知県職員生活協同組合に所属する公務員※

保険料は令和６年９月の給与にて控除させていただきます。

募集団体:愛知県職員生活協同組合 TEL:052-954-6851

引受保険会社:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
名古屋企業営業第二部 金融公務室
住所:〒453-6116
名古屋市 中村区 平池町 4-60-12 グローバルゲート16階
ＴＥＬ: 050-3462-6504（平日9時～17時）

１．既に加入をされている方
変更等お申し出がない場合は、前年度と同一セットプランにて「自動継続扱」とさせていただくため、
同封の加入申込票は提出不要です。
ご加入内容を変更される場合は加入申込書に変更内容を記入し、愛知県職員生活協同組合宛にご提出
２．新規でご加入を希望される方
生協HPの加入申込票を印刷の上必要事項を記入し、愛知県職員生活協同組合宛にご提出

※以下の方はこの保険に加入できません。
●警察職の方 ●特別職の方（ただし、副知事、教育⾧、再任用フルタイムの方は加入できます。）

（2024年2月承認）A23-103952



公務員賠償責任保険では、被保険者が、公務員としての職務につき行った行為に起因して、次のいずれかに該当する請求または訴訟がなされたことにより、公務
員個人が被る損害に対して、保険金をお支払いします。詳しい内容は「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご覧ください。

この保険の支払対象となる事故

この保険で支払われる保険金

1.住民監査請求 2.住民訴訟

3.行政処分 4.民事訴訟・その他の損害賠償請求

【住民監査請求の例】
●下水道使用料について、時効になり徴収不能となったのは担当

職員が回収努力を怠っていたことが原因であるとして、監査委員
から賠償勧告を受けた。

●独立行政法人が運営する保険制度の保険料支払いにあたって、
過大な支出があったとして、監査委員から賠償勧告を受けた。

【住民訴訟の例】
●町内会が主催する研修旅行に職員が参加した際の出張旅費について、支出が違法であるとして損

害賠償請求を受けた。
●生活保護費が詐取された事案において、支給決定に必要な調査を怠ったとして、損害賠償請求を

受けた。

【行政処分の例】
●徴収した県営住宅の滞納家賃を、ほかの滞納家賃徴収業務中

に紛失してしまい、賠償命令を受けた。
●出張中に、外部持出し用専用端末（PC）を紛失してしまい、

賠償命令を受けた。

【民事訴訟・その他の損害賠償請求の例】
●誤って同姓同名の別人の住民票を交付してしまい、プライバシーの侵害で訴えられた。
●公文書公開における不適切な取扱いにより、公開請求者に精神的損害を与えたとして訴えられた。
●ハラスメントの被害を受けた職員から、行為者に対する監督責任があるとして訴えられた。

ご加入セットプラン（支払限度額と年間保険料）

この保険の特⾧
退職後も5年間は補償! 過去の公務に対する訴訟も補償! 国外での一時的な業務も補償!

退職等により継続契約（翌年度の契約）に
加入されない場合であっても、解約・解除等が
行われずにこの保険契約が満了したときには、
この保険期間の終了日から5年以内に提起さ
れた訴訟（この保険期間が終了する以前の
行為に起因する訴訟に限ります。）を補償し
ます。
【損害賠償請求期間延⾧特約】

加入初年度の保険期間開始日より前に公務
員の業務として行った行為に起因して、保険
期間中に損害賠償請求された場合は補償対
象となります。（ただし、加入初年度の保険
期間開始日において被保険者が損害賠償請
求を受けるおそれがある状況を知っている場合
を除きます。）
【公務員賠償責任保険追加特約(自動セット)】

国外での一時的な職務遂行に起因して、損
害賠償請求された場合も補償対象となります。
（ただし、1請求・保険期間中1,000万円が
限度です。）
【公務員賠償責任保険追加特約(自動セット)】

Ｑ＆Ａ

監査委員住民 職員 住民

②請求 ③訴訟

職員首⾧※ 職員

損害の発生

監査委員

監査

職員 首⾧ 職員

賠償命令 民事訴訟・調停等 被告

住民・職員 職員 地方公共団体 職員

求償被告

地方公共団体

被告

国家
賠償法

住民・職員

住民監査請求 監査

監査委員から勧告がなされた場合の
地方自治法第242条第9項に規定する
措置に基づく損害賠償請求等に伴う
法律上の損害賠償金・返還金をお支払
いします。

公金・公用物を扱う職員が地方自治法
第243条の2の2第3項に規定する命令を
受けた場合、損害賠償金をお支払い
します。

前記1.~3.以外に、公務員としての職務に密接に関連した行為に起因した
民事訴訟等にかかる争訟費用、訴訟対応費用、初期対応費用および損害
賠償金をお支払いします。また、国家賠償法第1条第2項に基づく地方
公共団体からの求償も補償の対象です。

①地方自治法第242条の2第1項第4号に規定する請求に伴い告知された
訴訟への補助参加にかかる争訟費用をお支払いします。

②地方公共団体が敗訴となった結果、首⾧から支払請求を受けた場合、
法律上の損害賠償金または不当利得の返還金をお支払いします。

③②の請求に応じなかった結果、地方公共団体から地方自治法第242条
の3第2項に規定する訴訟を提起された場合、争訟費用、訴訟対応費用、
法律上の損害賠償金または不当利得の返還金をお支払いします。

職員

賠償勧告 住民訴訟

告知

①補助参加

民事訴訟

※

首
長
：
地
方
公
共
団
体
の
長

1 法律上の損害賠償金
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的
損害賠償金、倍額賠償金（これに類似するものを含みます。）の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する
特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。

2 法律上の返還金
被保険者に不当利得返還請求がなされた場合の、法律上返還すべき金額

3 争訟費用
被保険者に対する損害賠償請求等に関する争訟（訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。）によって生じた費用（被保険者ま
たは記名法人の職員の報酬、賞与または給与等を除きます。）で、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出したもの

4 訴訟対応費用
第三者から被保険者に対して裁判所に提起された損害賠償金の支払いを求める訴訟等について、被保険者が引受保険会社の同意
を得て支出した費用

5 初期対応費用
被保険者が行う公務員としての職務に密接に関連した行為（不作為を含みます。）に起因して、保険期間中に民事訴訟等による損
害賠償請求等がなされたことにより、被保険者が事故の緊急的対応のために要した、損害の発生もしくは拡大の防止または被保険者
が公務員としての職務につき行った行為に起因する偶然な事故による損害賠償に関する争訟の解決について、必要かつ有益な、引受
保険会社の同意を得て支出した費用

Q1 外郭団体等（他の地方公共団体や公益法人等）に派遣された職員は加入できますか?

A 被保険者が地方公務員の身分を有したまま派遣される場合は、加入できます。営利法人への退職派遣制度に基づい
て派遣される場合は、加入できません。

Q2 民事訴訟にならないまでも、損害賠償請求を受け、示談金を支払うことで解決する事案において、示談金は保険金支払
いの対象となりますか?

A 引受保険会社が事前に認めたものは、対象となります。

Q3 市立病院に勤務する医師がこの保険に加入した場合、医療事故は補償の対象となりますか?

A 対象となりません。

Q4 国家賠償法に基づき、職員が地方公共団体等から求償された場合、補償の対象となりますか?

A 被保険者の犯罪行為等、この保険の「保険金を支払わない場合」に該当しないかぎり、対象となります。

下記のセットからご加入の内容をお選びください。
記載の保険料は、団体割引５％（被保険者（補償の対象となる方）数が25名以上500名未満の場合の割引率）が適用されています。
このため、契約開始の際、被保険者数が25名未満または500名以上となった場合は、保険料が変更となります。

※被保険者が慣習として支払った見舞金（香典を含みます。）または見舞品の購入費用については、被害者1名あたり3万円が限度です。
＊法律上の損害賠償金・返還金および争訟費用は、それぞれ１被保険者ごとの支払限度額です。
＊これらの支払限度額は、一連の損害賠償請求および保険期間中の限度額です。
＊また、これらの支払限度額は、民事訴訟および住民訴訟を各々合算した金額となります。
＊保険期間中について支払う保険金の額は、法律上の損害賠償金および争訟費用それぞれについて、住民訴訟または民事訴訟に
かかる支払限度額のうち、いずれか高い額を限度とします。

住民訴訟＋民事訴訟

民事訴訟重視

住民訴訟+民事訴訟 セット１ セット２ セット３ セット４ セット５
（
1
請
求
・
保
険
期
間
中
）

支
払
限
度
額

損害賠償金（免責金額なし） 5億円 3億円 1億円 5,000万円 3,000万円

争訟費用（免責金額なし） 5,000万円 3,000万円 1,000万円 500万円 100万円

訴訟対応費用 500万円・初期対応費用※500万円・免責金額なし

保険料（1年間） 9,310円 8,080円 6,080円 4,570円 3,010円

民事訴訟補償重視 セット６ セット７ セット８ セット９ セット10
（
1
請
求
・
保
険
期
間
中
）

支
払
限
度
額

損害賠償金（免責金額なし） 5億円 3億円 1億円 5,000万円 3,000万円

争訟費用（免責金額なし） 5,000万円 3,000万円 1,000万円 500万円 100万円

住民訴訟 損害賠償金 100万円・争訟費用10万円・免責金額なし

訴訟対応費用 500万円・初期対応費用※500万円・免責金額なし

保険料（1年間） 7,190円 6,300円 4,860円 3,770円 2,570円


